
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

｢経営所得安定対策｣の申請をお忘れなく 
  コメやソバの作付面積に応じて国が交付⾦を支払 

う経営所得安定対策の申請期間は、６月 30 日まで 

です。 

  期日までに申請がない場合、交付⾦の対象になりま

せんので申請漏れがないようご注意ください。 

◆申請受付締め切り  ６月 30 日(月) 

◆申請受付窓口  農林振興課 
 
     町農業再生協議会(農林振興課内)  ☎45-4531 

No.78 平成26年6月15日号 

編集･発⾏  ⻄会津町企画情報課 

町農業委員会委員一般選挙の日程 
任期満了に伴う町農業委員会委員の選挙を次の日程で

⾏います。この選挙で⽴候補、投票できる⼈は、農業委

員会委員選挙人名簿の登録者です。 

◆選挙日程 

  ◎告示日  ７月１日(火) 

  ◎投票日  ７月６日(日) 

◆⽴候補予定者説明会･届出書類事前審査 

  ◎日時  ６月 26 日(木)  午後１時 30分〜 

  ◎会場  町役場 大会議室 

  ※上記説明会には１候補者につき２名以内の出席

としてください。届出書類は当日配布します。候

補者の印鑑、⼾籍抄本１通を必ず持参ください。 
 

      町選挙管理委員会  ☎45-2211 

経済センサス基礎調査･商業統計調査を実施 
経済センサス基礎調査と商業統計調査が実施され

ます。調査基準日は７月１日(火)です。 

経済センサスは、全国すべての事業所、企業を対象

に実施するもので「経済の国勢調査」といわれていま

す。産業構造や事業活動の実態を調査し、結果は経

済・雇⽤・中⼩企業政策、災害復興施策の⽴案などに

活用されます。 

商業統計調査は、わが国の商業の実態を明らかに

し、商業の基礎資料を得るため、全国の卸売業、⼩売

業を対象に実施する調査です。 

 次の日程で、統計調査員が訪問し、調査票を配布・

回収しますのでご理解とご協⼒をお願いします。 

◆調査票の配布  ６月 23 日(月)〜 

◆調査票の回収  ７月 1 日(火)〜17 日(木) 
 

      企画情報課  ☎45-4536 

森林の土地所有者になったら届出を 
森林法により、森林の⼟地所有者になった⽅には、町

への事後届出が義務付けられています。 

◆届出対象者 

    売買や相続などにより森林の⼟地を新たに取得し

た個人、法人は、面積にかかわらず届出が義務付けら

れています。なお国⼟利⽤計画法に基づく⼤規模⼟地

取引の届出を⾏った⽅は対象外になります。 

◆届出期間  土地の所有者になった日から 90 日以内 

◆提出書類 

    必要事項を記入した届出書、登記事項証明書、土地

売買契約書の写し、位置図など 
 
      町農林振興課  ☎45-4531 

      県会津農林事務所  ☎0241-24-5734 

 

有料広告を募集しています 

  町では、広報にしあいづや、町の 
ホームページに掲載する有料広告を

募集しています。広報にしあいづは、今年度か

ら毎号フルカラーでお届けしています。 
◆広報･ホームページ広告バナー広告掲載料 

１枠当たり 5,000 円／月 
 

     企画情報課  ☎45-4536 
 

 
『民友旗』受賞記念パレード 

のお知らせ 
  町消防団が、県内消防団の最高の名誉とされる

福島⺠友新聞社「⺠友旗」を受賞しました。 

  この受賞を祝う記念パレードを次の⽇程で⾏い

ます。沿道からの声援をお願いします。 

◆日時  ６月 29 日(日)  午後１時 30分〜 

◆パレードコース 

    町役場→野沢駅→道の駅にしあいづ 

    ※パレード終了後、道の駅で｢受賞報告会｣を

⾏います。 
 

      町⺠税務課  ☎45-2215 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

軽減されます  不動産取得税 
  不動産取得税は、⼟地、家屋を取得したときに⼀度

だけ納める県の税⾦です。 

  住宅⽤の⼟地を取得し、3年以内に住宅を新築した

場合(中古住宅購⼊の場合は⼟地の取得から１年以

内)や、住宅を取得してから１年以内にその住宅の⼟

地を取得したとき、一定要件を満たす場合、申請によ

り不動産取得税が減額されます。 

また、災害や、公共事業で土地が収用された場合な

ども減免制度があります。詳しい要件や申請⽅法につ

いては次に問い合わせください。 
 

      県会津地方振興局 県税部  ☎0242-29-5254 

個人事業税の納税を お忘れなく 
  個人事業税は、県内に事務所･事業所を設け、物品

販売業や不動産貸付業など、⼀定の事業を営む⽅が納

める県税です。 

  納税方法は、県会津地方振興局県税部から送付され

た納税通知書により年税額を８⽉と 11 月の２回に分

けて納付することになります（年税額が１万円以下の

場合は８月に一括納付）。 

  このほか⼝座振替の制度がありますので、納税通知書

に同封の預⾦⼝座振替依頼書を⾦融機関に提出し⼿続

きを⾏ってください。詳しくは問い合わせください。 
 

      県会津地方振興局 県税部  ☎0242-29-5251 

｢子どもの人権１１０番｣電話相談を実施 
  法務省と全国⼈権擁護委員連合会では、６⽉ 23 日

から 29⽇までの全国⼀⻫｢⼦どもの⼈権110 番｣強化

週間に、いじめや、嫌がらせ、虐待など、誰に相談す

ればいいのか分からない悩みについての電話相談を

受け付けます。相談は無料で、相談内容の秘密は守ら

れます。一人で悩まずに相談してください。 

◆電話相談の受付日時 

  ６月 23 日(月)〜27 日(⾦) 

                       午前８時 30分〜午後７時 

  ６月 28 日(土)・29 日(日) 

                       午前 10時〜午後５時 

◆応対者  法務局の職員、人権擁護委員 

◆電話番号  ☎0120-007-110 

            [全国共通･無料] 
         
      福島地方法務局･福島県人権擁護委員連合会 
      ☎0120-007-110 

町営住宅･定住促進住宅 入居希望の皆さんへ 

町では、町営住宅･定住促進住宅の⼊居に関して、

毎⽉、次の流れ、期間で⼿続きを⾏っています。詳し

くは問い合わせください。なお、町ホームページにも

手続きなどを掲載しています。 

◆⼊居までの流れ 

  【公募物件の公表  毎月１日】 

      物件を事前に⾒学することができます。 

  【申込受付期間  １⽇〜10 日】 

      受付期間は、10 日が休日などで閉庁の場合、

直後の開庁日までとなります。申込用紙に必要事

項を記入し、関係書類を添えて建設水道課に申し

込んでください。 

  【審査･入居者決定期間  11 ⽇〜20 日】 

      町営住宅は、申込者の収入･所得などを入居基

準に照らして審査し、入居者を決定します。 

定住促進住宅は所得制限がありません。申し込

みが重複した場合は、くじにより入居者を決定し

ます。 

  【入居手続き期間  21 ⽇〜30 日】 

      入居決定の後、必要書類の提出、敷⾦(家賃３

カ月分相当額)の納入をお願いします。こうした

手続きが完了後、翌⽉の１日から入居するという

流れになります。 

◆その他 

住宅の概要、入居資格、家賃などの詳細は建設水

道課に問い合わせください。 
 
      建設水道課  ☎45-4530   
       ホームページ 

http://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/ 
2010/09/post-187.html 

ぎゃくたい いや 

東京電⼒による原⼦⼒損害賠償巡回相談会 
  東京電⼒では、町内で観光業、商⼯業、サービス業、

農林業などを営む事業者を対象に、原⼦⼒損害賠償請

求の巡回相談会を実施します。希望される方は電話予

約をお願いします。 

◆日程  ７月 22 日(火)、８月 26 日(火)、９月 30 日(火) 

◆時間  午前 10時〜正午 (全日程とも) 

◆会場  町公⺠館 

◆予約受付電話番号･問い合わせ先 

    東京電⼒(株) 会津若松補償相談センター 

    ☎0242-24-0710  受付時間:午前９時〜午後４時 

http://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/2010/09/post-187.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

多重債務相談窓口のご案内 

  福島財務事務所では、返済しきれないほどの借⾦を

抱え、悩んでいる⽅からの相談に応じています。借⾦

の状況を確認し、必要に応じて弁護士、司法書士など

の専門家に引き継ぎます。相談は無料です。 

◆相談窓口  福島財務事務所 [福島市松木町 13-2] 

◆受付時間  ⽉〜⾦曜  [祝⽇、年末年始を除く] 

            午前８時 30分〜正午 

            午後１時〜４時 30 分 

◆電話番号  ☎024-533-0064 [相談窓口直通] 

 

東北電⼒からのお願い 

発電所やダムから⽔を流すときは、放送やサイレン

でお知らせしています。放送、サイレンを聞いたら、

すぐ安全な場所に移動してください。 

◆次のときに「放送」します 

①ダムから最初に水を流す約 10 分前 

②発電所から最初に⽔を流す約 10 分前 

③発電所の出⼒を増やし、⽔を多く流すとき 

『放送内容＝今から川の水が急に増えます。河原に

いる人は危険ですから、すぐ上がってください』 

◆次のときは「サイレン」を鳴らします 

①ダムの流⼊量が 1,500 ㎥/秒に達したとき 

②ダムの流⼊量が3,000 ㎥/秒(洪⽔量)に達したとき 

③ダムの流⼊量が洪⽔量を超えた後、1,000 ㎥/秒

増加ごと 
 
  東北電⼒(株)会津技術センター制御所 

       ☎0242-22-2220 
      阿賀野川ダム管理所 ☎47-2006 

参加者募集 ｢森のはこ舟アートプロジェクト｣ 
  自分で摘んだ草木の衣装をまとい、完成した山の神様

のような姿を撮影、披露する「森のはこ舟アートプロジ

ェクト 2014･摘んで集めた草木をまとうワークショッ

プ」を次により⻄会津町で開催します。参加無料、⾒学

自由です。詳しくは問い合わせください。 

◆日時  ６月 28 日(土)  午前 9 時 30分〜午後５時 

        ６月 29 日(日)  午前８時 30分〜午後４時 

◆来町アーティスト   華道家  片桐功敦さん 

◆集合場所  ロータスイン駐⾞場 

              大山衹神社周辺、大久保集会所で活動

し、⼤⼭衹神社神楽殿で完成を披露します 

◆申込締め切り  ６月 25 日(水)  定員になり次第受付終了 

◆申込･問い合わせ先 

    ⻄会津町振興公社  ☎45-2025 

      電子メール  sayuri@nct.ne.jp 

      ホームページ  http://www.morinohakobune.jp/ 

 

 

県外でのイベント活動を支援します 

  あいづふるさと市町村圏協議会では、会津地域の物

産などの販売促進、観光振興を目的に、県外でイベン

ト活動を⾏う事業者、団体などに補助⾦を交付してい

ます。補助⾦を希望する場合は申請ください。 

◆補助対象 

  ◎一般枠＝県外(日本橋ふくしま館は対象外)で、物

販･観光イベント活動を⾏う⽣産者団体等の旅

費、会場使⽤料など 

  ◎特別枠＝日本橋ふくしま館で、同館の許可を得て

観光イベントを⾏う場合の旅費、会場使⽤料など 

◆補助⾦額 

  ◎一般枠＝１件当たり最大５万円 

  ◎特別枠＝１件当たり最大 10万円 

    ※１補助事業者につき１回限り 

◆申請受付期間 

  ７月２日(水)〜31 日(木)  [土･日曜、祝日を除く] 

    ※補助⾦交付先は申請の先着順になります 

◆申請受付場所 

  会津若松地⽅広域市町村圏整備組合事務局 

  [会津若松市中央 3-10-12 会津若松消防署３階] 
 
      あいづふるさと市町村圏協議会 

        ☎0242-24-6312 

        ホームページ 

        http://www.aizu-furusato.com 

 

セーフティチャレンジに参加し、 
無事故、無違反を目指そう！ 
３人１組でチームを結成し、ドライバーが互い

に注意し合い、期間内の無事故･無違反を目指しま

す。無事故･無違反を達成したチームには記念品が

進呈され、さらに抽選で特別賞が当たります。 

◆募集期間  ７月 15 日(火)まで 

◆チャレンジ期間  ７⽉１⽇〜12 月 31 日 

◆申込方法 

    所定の申込書に必要事項を記入し、参加者は

必ず押印して申し込んでください。申込書は下

記ホームページから取得できます。 
 
      県交通安全協会  ☎024-591-5038 
      ホームページ 
       http://www18.ocn.ne.jp/~fkkankyo/p035.html 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 医  療  機  関  名 電 話 番 号 市町村 

い な に わ 医 院 0242(76)1728 

山 口 皮 ふ 科 医 院   〃  (28)9119 

県⽴医科⼤学会津医療センター   〃  (75)2100 

会津若松 ６日 

（日） 

内科消化器科みつはし医院 0241(21)1311 喜 多 方 

鈴⽊内科消化器科クリニック 0242(33)6100 

会 津 ク リ ニ ッ ク   〃  (38)1150 
会津若松 

有 隣 病 院 0241(24)5021 

ゆ う ゆ う ク リ ニ ッ ク   〃  (22)2111 
喜 多 方 

13 日 

（日） 

星 医 院 0242(83)2136 会津坂下 

二 瓶 ク リ ニ ッ ク   〃  (58)3885 

⽿ ⿐ 咽 喉 科 鈴 ⽊ 医 院   〃  (28)3387 
会津若松 

佐 原 病 院 0241(22)5321 

20 日 

（日） 

山 田 産 婦 人 科 医 院   〃  (22)6300 
喜 多 方 

手 塚 医 院 0242(27)5618 

い が ら し ⽿ ⿐ 咽 喉 科   〃  (39)2010 
会津若松 

小 野 病 院 0241(22)0414 

渡 辺 小 児 科 医 院   〃  (22)3133 
喜 多 方 

21 日 

（月） 

あ か ぎ 内 科 消 化 器 科 医 院 0242(83)0303 会津坂下 

佐 藤 内 科 小 児 科 医 院   〃  (27)3786 

あみウイメンズクリニック   〃  (37)1456 
会津若松 

有 隣 病 院 0241(24)5021 

あきもと整形外科クリニック   〃  (21)1515 
喜 多 方 

27 日 

（日） 

渡 辺 医 院 0242(83)3125 会津坂下 

 

休日当番医（７月） 

休⽇⻭科医（７月） 

日 医  療  機  関  名 電 話 番 号 市町村 

６（日） 森 川 ⻭ 科 ク リ ニ ッ ク 0242(32)5648 

13（日） ヤ ナ ダ ⻭ 科 医 院   〃  (27)6934 

20（日） ⼭ ⼝ ⻭ 科 医 院   〃  (28)6482 

21（月） 渡 部 圭 一 ⻭ 科   〃  (24)6890 

27（日） 一 箕 ⻭ 科 医 院   〃  (22)1184 

会津若松 

 

心配ごと相談日 

◆日時 

７月７日（月）・２８日（月） 

午前９時〜正午 

◆場所  ⽼⼈憩の家 

  町社会福祉協議会 

         ☎45-4259 

◆⽔道料⾦・下⽔道料⾦ 

◆ケーブルテレビ使⽤料 

◆インターネット使⽤料 

  納期限 ７月１０日（木） 

◆固定資産税（第２期） 

◆国⺠健康保険税（第１期） 

◆介護保険料（第２期） 

  納期限 ７月３１日（木） 

納税・公共料⾦ 

７月 ５日（第１週） 

    １９日（第３週） 

 ※受付時間は、１１時まで 

⻄会津診療所 ☎45-4228 

 

⻄会津診療所 

⼟曜診療⽇ 

【注意】 

休日当番医・⻭科医は 

変更になる場合があり 

ます。確認の上、ご利 

用ください。 


